
 

 1  

「新しい自己資本比率規制の再見直し後の告示案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 

（信用リスク削減） 

 

番号 条文 意見の概要 回  答 

1 第 86 条 

デリバティブ内包型特約付き預金

商品の預金部分は、派生商品取引

に係るリスクに対して担保的な役

割を果たす条項が契約書上に盛り

込まれているが、質権を設定して

いるわけではない。実質的には当

該預金は担保としての機能がある

ので、第 86 条第 1 号の適格金融資

産担保に係る担保権を維持してい

るものとみなしてよいかを確認し

たい。 

個別取引の約定内容等によります

ので、お答えいたしかねます。 

2 

第 87 条

( 信 金 第

85 条） 

「取引相手の信用リスクと当該適

格金融資産担保の信用リスクが顕

著な正の相関を有する」とは、取

引上の依存度、支配力基準で判断

すると考えるのか。取引上の依存

度で判断するとした場合、具体的

な依存率などはあるのか。 

今後、解釈集等において、明確化

を図る予定です。 

3 

第 89 条

( 信 金 第

87 条） 

自行預金を（根）担保として拘束

し、貸出金の一部を保全している

場合、エクスポージャーの削減に

優先順位はあるか。例えば、リス

ク・ウェイトの高いものから低い

ものへなど。 

法律上、契約上の制約がなく、現

実に銀行の任意の順位で充当可能

な場合、規制上の制約はありませ

ん。 

4 
第 89 条

第 1 号 

①SPC 発行によるクレジット・リ

ンク債についても第 89 条 1 項 1

号括弧中の「銀行がエクスポージ

ャーについてクレジット・リンク

債を発行している場合」に含まれ

ると解釈して良いか。 

②第 89 条 1 号の括弧中の「以下同

じ」については、現金及び自行預

金のみならす、第 89 条 2 号乃至 7

号の適格金融資産担保について

も、第 89 条 1 号括弧中の内容を適

用するという趣旨と解するが、こ

れは、信用リスク削減手法を用い

る金融機関が自ら発行する債券及

どのような取扱いが適当かについ

て、検討をすすめる予定です。 



 

 2  

び株式を適格金融資産担保とする

場合においても適用される旨を確

認したい。 

③信用リスク削減手法を用いる金

融機関が自ら発行する債券及び株

式を適格金融資産担保とする場合

において、適格金融資産担保にお

ける信用リスク削減額を算定する

にあたって、自行に対する信用リ

スクを他の発行体が発行した債券

等より低く見積もることが適切で

あると考えるため、規定上での対

応を要望する。 

5 

第 89 条

第 1 項 

第 5 号 

第 89 条第 1 項第 5 号ニ及びホで参

照 さ れ て い る 信 用 リ ス ク 区 分

「2-2」は、「4-3」の誤植ではない

か。 

御指摘を踏まえ、告示案を修正致

します。 

6 
第 89 条

第 5 号二 

見直し前告示案で「適格格付機関

が 4-3 又は 5-3 の信用リスク区分

に対応する格付～」を「適格格付

機関が 2-2 又は 5-3 の信用リスク

区分に対応する格付～」と変更さ

れたが、変更する必要がないので

はないか。 

同上 

7 
第 89 条

第 5 号ホ 

見直し前告示案で「当該債券の信

用リスク度が信用リスク区分にお

いて 4-3 又は 5-3 を下回る～」を

「当該債券の信用リスク度が信用

リスク区分において 2-2 又は 5-3

を下回る～」と変更されたが、変

更する必要がないのではないか。

同上 

8 

第 89 条

( 農 協 第

64 条) 

自組合共済担保貸付は共済契約に

基づくすべての請求権に質権を設

定し、借入申込み時の解約返戻金

の 80％を限度として貸し付ける

仕組みであるため、債務者の返済

能力に懸念が生じた場合であって

も解約返戻金で充当できる。他業

態に無い系統特有の貸付形態であ

り、自組合貯金担保貸付と同等の

リスク軽減が見込まれることか

ら、自組合共済についても適格金

融資産担保として認めていただき

バーゼルⅡにおいては、共済その

他の保険に関する支払債務は、適

格金融資産担保として認められて

おりません。 
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たい。 

9 第 89 条 

地域金融機関がシンセ方式により

中小企業向け貸付の証券化を実施

する場合、適格担保として自行預

金を選択することは、クレジット

リンク・ノートを購入する投資家

から敬遠される（クレジットリン

ク・ノートの裏付け資産となる地

域金融機関預金の格付が低いもし

くは無格付ケースが少なくない）

ため、容易ではない。さらに、適

格担保を国債等の債券とすること

も実務上困難（クレジットリン

ク・ノートの期日と担保である債

券の期日を完全にマッチさせるこ

とは不可能）である。そのため、

格付の高い他行預金をクレジッ

ト・デリバティブの担保とするほ

かに現実的な手段は無い。他行預

金が適格担保とならなければ、信

用リスク削減効果を得られず、証

券化のインセンティブを損なわせ

る結果となる。このような場合、

担保権の付された他行預金につい

ても適格金融資産担保とすること

が妥当と考える。 

どのような取扱いが適当かについ

て、検討をすすめる予定です。 

10 
第 89 条

第 4 号 

第 89 条第 4 号の「適格格付機関が

格付を付与している債券」とは、

「個別格付」が付与されたものが

対象であり、債務者信用力格付の

みしか無い発行体が発行する債券

については、無格付の債券として

同条 5 号の適格格付機関が格付を

付与していない債券として取扱う

のか。それとも、第 51 条の個別格

付が付与されていないエクスポー

ジャーの取扱いを、適格金融資産

担保に適用して付与したものをも

って適格格付機関が格付を付与し

ている債権としてもよいのかを確

認したい。 

第 89 条第 4 号においては、当該債

券自身に格付が付されている必要

があります。 
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11 
第 116 条

第 5 号ロ 

「国際決済銀行、国際通貨基金、

欧州中央銀行、欧州共同体若しく

は標準的手法で零パーセントのリ

スク・ウェイトが適用される国際

開発銀行の発行する債券」は第五

号のロの対象となるという理解で

よいか。 

第 116 条第 5 号ロに規定する「中

央政府等」は、第 94 条第１項第 1

号の(注)において、「中央政府、中

央銀行、国際決済銀行、国際通貨

基金、欧州中央銀行、欧州共同体

及び零パーセントのリスク・ウェ

イトが適用される国際開発銀行を

いう」と定義されています。 

12 

第 116 条

( 信 金 第

114 条） 

融資取引先の預金に担保権を設定

している場合は、適格金融資産担

保であり（第 117 条（信金第 115

条）の‘みなし担保預金’ではな

く）、リスク・ウェイトは第 116

条（信金第 114 条）第 5 号イによ

りゼロとなる。この場合、残存期

間の条件は「担保の期間」となる

ので、担保権の設定を解除しない

限り、たとえ満期到来預金であっ

ても問題にならないと理解してよ

いか。 

担保権を設定した預金のマチュリ

ティ・ミスマッチについては、今

後、解釈集等において、明確化を

図る予定です。 

13 

第 116 条

( 信 金 第

114 条） 

第 116 条（信金第 114 条）1 項 5

号ロで、国債や地方債を担保に徴

している場合、20％フロアの適用

例外として、零ﾊﾟｰｾﾝﾄのﾘｽｸ･ｳｪｲﾄ

を認めているが、担保価額を時価

の 80％以下としているとの条件

が付されており、結局 20％フロア

と効果は殆ど変わらないと思われ

るので、ロは不要ではないか。 

当該条項を削除すると、大幅な超

過担保を取る場合でも、０％リス

ク・ウェイトにすることができな

くなります。 

14 

第 116 条 

第 117 条

(信金 

第 114 条 

115 条） 

担保権設定の自行預金と非設定な

がら相殺適状にある自行預金（第

117 条（信金 115 条）みなし担保

預金）とは、同一債務者で複数の

融資口座がある場合、前者は特定

の債権（融資口座）のみに担保権

が設定されているので担保余力が

生じても同一債務者の当該融資口

座以外に信用リスク削減手法とし

て流用することはできず、後者は

任意に相殺できるという違いがあ

ると理解してよいか。 

どのような場合にどのような債権

が被担保債権となり、相殺の自働

債権になるかについては、法律

上・契約上の様々な要件により異

なり得ますので、一律の回答をす

べきではないと思われます。なお、

流動性預金等、残存期間の下限の

制約により、規制上、信用リスク

削減効果が認識できないものがあ

りますので、ご留意下さい。 
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15 

第 117 条

( 信 組 第

92 条） 

第 117 条（信組第 92 条）の規定（貸

出金と自行預金の相殺）は、適格

金融資産担保取引において「簡便

手法」を用いる場合も適用できる

ことを確認したい。 

可能です。 

16 

第 120 条 

第 121 条 

第 125 条 

①地域金融機関が多数の中小企業

向け貸付のプールとしての信用リ

スクをクレジット・デリバティブ

によってリスク移転する場合に限

り、2CE（支払不履行、法的破綻等）

であっても 100%の信用リスク削

減効果を享受できる特別措置があ

ることが必要と考える。 

②免責額を全額自己資本控除とす

る 125 条は、前記と同様の取扱い

が妥当と考える。 

①については、17 年 3 月 31 日付

回答の別紙 4項番 29～32でお答え

したとおりです。 

②については、免責額がある取引

を、そうでない取引と全く同一に

扱うことの妥当性に疑問がありま

す。 

17 
第 122 条

第 2 号 

第 122 条第 2 号において「適格格

付機関が 4-2 以上の信用リスク区

分に対応する格付を付与している

もの」とあるが、保証人及びプロ

テクション提供者についても、第

51 条の個別格付が付与されてい

ないエクスポージャーの取扱いを

準用できるとの理解でよいか。第

51 条を準用していいのであれば、

その旨の記述を追加いただきた

い。 

第 122 条第 2 号においては、第 51

条の考え方を用いることで差し支

えありません。 

18 第 124 条 

債券が格付けを有する場合、ある

いは元本が保証人により保証され

ている債券が格付けを有する場合

（金利、為替、クレジット、株価、

ファンドのパフォーマンス、経済

指標、物価指数あるいはこれらに

類するものにクーポンなどのパフ

ォーマンスが連動する債券を含

む）、債券の発行体または保証人の

格付けに応じたリスク・ウェイト

を適用可能なことを確認させてい

ただきたい。 

①ご質問のうち「債券が格付を有

する場合」という部分については、

商品の性質や格付の付された前提

等を踏まえずに画一的な議論をす

ることは困難と考えられます。 

②保証の扱いについては、17 年 3

月 31 日付回答の別紙 4 項番 21 で

お答えしたとおりです。 

19 

第 126 条

( 信 金 第

124 条） 

近、信用保証協会による保証な

どにみられるいわゆる‘部分保証’

は、第 126 条（信金第 124 条）の

比例的な保証の一種と考えればよ

いか。 

具体的な取引の取扱いについて

は、個別取引の商品性等に照らし

た検討が必要と考えられます。 
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20 

第 130 条

( 信 金 第 

128 条） 

総合口座、預金担保付当座貸越の

ような期限の定めのない融資商品

の残存期間の扱いはどうなるの

か。 

定期性預金の満期を超える貸出が

行われない商品であれば、マチュ

リティ・ミスマッチの勘案は不要

です。 

21 

第 130 条

( 信 金 第

128 条） 

第 130 条（信金第 128 条）第 1 項

第 1 号でエクスポージャーの残存

期間は、原則として、債務の履行

がなされる期日として考え得るも

ののうち も遅い期日とあるの

で、猶予期間が設けられていない

限りにおいて、融資の期日が到来

している場合（但し、延滞）は、

残存期間ゼロとなるのか。期限の

利益を喪失している場合も同様

か。 

担保等を実行する必要がある場合

に、信用リスク削減手法の満期到

来前に確実に実行できるのであれ

ば、マチュリティ・ミスマッチは

勘案不要です。 

22 

第 130 条

( 信 組 第

104 条） 

適格金融資産担保取引の簡便手法

以外の信用リスク削減手法につい

て、信用リスク削減手法の残存期

間がエクスポージャーの残存期間

を下回る場合であっても信用リス

ク削減手法を適用できると考えて

良いか。 

可能です。 

23 第 131 条 

旧告示案での「契約当初の時点に

おいて」から今回「信用リスク削

減手法を勘案する当初の時点にお

いて」と文言が変更となっている

が、実質的な意味の変更はないこ

とを確認したい。 

例えば、定期預金が 1 月に設定さ

れ、預金担保貸付が 6 月になされ

た 時 、 信 用 リ ス ク 削 減 手 法 の

「Original maturity」が 1 年以上

であることというバーゼルⅡの要

件は、6 月時点における残存期間

を基準にする、という点について

誤解のないよう、表現を改めたも

のです。 

24 

第 131 条

第 1 項 

第 1 号 

「見直し後の告示案」第 131 条第

1 項第 1 号では、CRM 手法の残存期

間の下限の定義として「信用リス

ク削減手法の残存期間が契約当初

の時点において一年を下回ると

き」とされていたところ、今回の

再見直しに伴い、「信用リスク削減

手法を勘案する当初の時点におい

て、信用リスク削減手法の残存期

間が一年を下回るとき」と修正さ

れている。「見直し後の告示案」の

定義は、バーゼルⅡ 終合意パラ

グラフ 204 の定義に沿ったもので

同上 
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あると理解しているが、「再見直し

後の告示案」で修正されたその理

由をご教示頂きたい。 

25 

第 131 条 

第 132 条 

( 信 金 第

129 条、

130 条） 

第 131 条（信金 129 条）に該当す

る場合には、第 132 条（信金第 130

条）を適用することはできないと

いう理解でよいか。 

ご指摘のとおりです。 

26 

第 132 条

( 信 金 第

130 条） 

信用リスク削減手法の残存期間が

エクスポージャーの残存期間を下

回る場合は、調整率の算式が複雑

なので、削減手法の適用をしない

ことは任意でよいか。 

結構です。 

27 

第 133 条

( 信 金 第 

131 条） 

複数の信用リスク削減手法は二重

適用できない（エクスポージャー

を任意に分割し、分割後のエクス

ポージャー毎に一の削減手法を用

いる）こととなっている。これは、

例えば、全てが金融機関保証付き

の融資である（代理貸）場合や全

てが保証協会保証付融資である場

合に、相殺適状預金あるいは担保

権設定預金があっても、代理貸

（20％）や協会保証（10％）のエ

クスポージャーを減額カウントし

ない限り（虫食い状態になる）、預

金（0％）を削減手法として適用す

ることができないという理解でよ

いか。 

「虫食い状態」というのがエクス

ポージャーの分割を意味するので

あれば、それで結構です。 

28 第 136 条 

ファースト・トゥ・デフォルト型

クレジット・デリバティブによっ

てプロテクションを提供する場合

において、適格格付機関が当該ク

レジット・デリバティブに格付を

付与しているときは、証券化商品

と同じ取扱いができるが、ファー

スト・トゥ・デフォルトにリンク

する債券が格付けを取得している

場合も証券化商品として取り扱う

と考えて良いか。 

どのような取扱いが適当かについ

て、検討をすすめる予定です。 
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29 第 136 条 

クレジット・リンク債券、クレジ

ット・リンク・ローンなどのリパ

ッケージ債は、クレジット・デリ

バティブによる参照組織の信用リ

スク、担保債券、スワップカウン

ター・パーティーのリスクを保有

しているため、ファースト・トゥ・

デフォルトと同様にそれぞれのリ

スク・アセットを足し合わせて、

信用リスク・アセットを計算すれ

ば良いのか。担保債券とスワッ

プ・カウンターパーティーが同一

（または同一グループ）の場合は、

スワップ・カウンターパーティー

のリスクは考慮しなくても良いの

か？こうした細かい内容について

は解釈集で明らかにして欲しい。

どのような取扱いが適当かについ

て、検討をすすめる予定です。 

30 
信組 

第 94 条 

信組告示第 94 条第 2 項中、「前項

第 3 号」とあるが、第 3 号はない

ので修文すべき。 

御指摘を踏まえ、修正致しました。

31 
労金 

第 83 条 

条文上段の括弧書き(条見出し）が

欠落していると思われる。 

前条と関連のある条文のため、本

条については条見出しを付してい

ません。よって、原案を維持致し

ます。 

 


